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第１章　基本的事項 
１．要求水準書の位置づけ 
本要求水準書（以下「本書」という。）は、静岡市（以下、「発注者」という）が、静岡市動物愛護センター建設工事（以下「本工事」という。）を実施するにあたって、設計・施工一括発注方式で特定する事業者（以下、「受注者」という）に要求する、設計業務や工事施工等の水準を示すものである。
（１）要求水準の構成
本工事の要求水準は、以下のア、イ、ウを適切に理解すること。
ア. 要求水準書
本工事における受注者の業務全般について、要求水準を規定するもの。
イ.仕様書等
① 地質調査特記仕様書
② 動物愛護センター建設工事設計業務特記仕様書
③ 動物愛護センター建設工事仕様書
④ 所要室諸元表
⑤ 工事区分表
ウ. 参考図
設計の意図や内容を補足するもの。
（２）優先順位
要求水準書の優先順位は、以下のとおりとする。
第１：「ア. 要求水準書」
第２：「イ.仕様書等」
２．要求水準の変更 
（１）発注者による変更
発注者は、本工事の期間中に、法令等の変更、災害の発生、その他特別の理由による業務内容の変更の必要性により、要求水準の見直し及び変更を行うことがある。要求水準の変更に伴い、受注者が行う業務内容に変更が生じるときは、契約書の規定に従い所定の手続きを行うものとする。
（２）技術提案等による変更
[bookmark: _Hlk202384959]本工事においては、静岡市動物愛護センター建設工事公募型プロポーザル説明書に基づき、仕様書等に示された内容に対して技術提案をすることができる。
受注者は、技術提案を行う場合には、「第１章　３．整備にあたっての基本的な考え方」を踏まえて、設計意図をよく理解した上で、提案すること。
発注者が各技術提案の可否を判定し、「可」と判断された事項については、仕様書等に示された内容を変更することができる。
３．整備にあたっての基本的な考え方 
（１）事業目的
現施設（静岡市葵区産女）は、昭和50年代に建設され、保護ではなく収容を前提とした構造となっており、保護施設として適しているとは言えない状況である。このため、現在、施設の環境改善が喫緊の課題となっている。
このような課題に対応し、動物の愛護及び管理をより積極的に推進していくため、「静岡市動物愛護センター再整備計画」を策定し、計画で定める〝愛と責任をつなぐ・心をつなぐ・未来へつなぐ・命をつなぐ〟の４つの柱に基づき、その理念の実現のため、動物愛護管理行政の拠点を整備することを目的とする。
なお、詳細は、別添「動物愛護センター建設工事仕様書」による。

４．本工事の概要 
（１）全体事業の概要
発注者が想定する事業計画に基づく概要は以下の通りとする。
ア 現施設（林業センター）利用者引越し
イ 現施設解体工事（別途発注）
ウ 新動物愛護センター建設工事
エ 外構工事（駐車場整備工事及びドッグラン整備工事を含む）
オ ドッグカフェ厨房機器設置工事（一部別途発注）
（業務範囲は、「５．本工事の業務範囲」による。）
（２）新動物愛護センターの整備内容
本工事において新たに設計・施工する新動物愛護センターの整備内容に関する詳細は、仕様書等による。
（３）本工事の参考スケジュール
本工事のスケジュールは、仕様書等による。なお当スケジュールは事業計画において
想定したスケジュールであり、参考として扱うものとする。
（４）敷地の現況
　　本工事の対象敷地の現況は、仕様書等及び参考図による。
ア. 建設地 静岡市葵区千代
イ. 敷地面積 2,210 ㎡
ウ. 用途地域 市街化調整区域
エ. 高度地区 指定なし
オ. 建ぺい率 60％
カ. 容積率 200％
キ. 防火地域 指定なし
ク. 道路 東側道路：県道梅ケ島温泉昭和線、道路幅員：14.2m
ケ. 河川保全区域
５．本工事の業務範囲 
本工事における受注者の業務範囲は、以下のとおりとする。
（１）設計業務、工事施工
設計業務、工事施工の実施は、次表のとおりとする。設計業務には、建築確認申請等の手続き、発注者が本事業の履行を監督する者として定めた職員（以下「監督員」という。）及び現場代理人への設計意図伝達業務を含むものとする。
また、受注者は、設計業務完了時に工事監理に必要な設計図書及び地質調査報告書を監督員に貸与又は引渡すものとする。
	事業段階
	設計業務
	工事施工/調査
	監理

	現施設解体工事
	市
	別途解体工事受注者
	市

	地質調査業務
	受注者
	受注者
	市

	新施設建設工事
	受注者
	受注者
	市

	外構工事
	受注者
	受注者
	市



（２）その他本工事に含まれる関連業務
前述に無いが、その他に本工事に含まれる主な関連業務は以下とする。詳細は「第２章 業務実施に係る要求水準」を参照すること。
ア. 関連受注者の連絡調整
（太陽光発電設備等設置事業者、解体工事受注者、ドッグカフェ運営受託者及び厨房機器設置業者を想定）
イ. 関係法令手続き一式（申請手数料等は発注者負担とする）
ウ. 資料等の作成 （竣工図、竣工写真、施工関係の書類など）
第２章 業務実施に係る要求水準 
１．共通的事項 
（１）適用法令等
本工事の実施にあたっては、設計業務、工事施工等の提案内容に応じて関係法令等を遵守するとともに、国等が定める各種基準、指針等について、本工事の要求水準と照らし合わせて、適宜参考にすること。適用法令及び適用基準は、各業務及び工事施工の開始時に最新のものを採用すること。なお、本工事に関して適用する技術基準等は仕様書等による。
（２）実施体制
　本工事の実施体制は、静岡市動物愛護センター建設工事公募型プロポーザル説明書による。
（３）関係官公庁等への届出手続き
・本工事に必要な関係官公署、その他関係機関（民間含む。）への協議、報告、各種許認可申請業務及び手続きを行うこと。
・関係官公署への届出手続き等にあたっては、届出内容等をあらかじめ監督員に報告し、承諾を受けること。
・関係官公署等への届出手続きに必要な費用（建築確認申請、構造計算適合性判定、省エネ適合性判定、中間検査及び完了検査等に係る手数料等を含む。）は、市の負担とする。
・本工事期間中、建築確認計画変更申請は１回を見込むものとする。
・BELS 認証取得に必要な検討及び申請業務を受注者の負担で行うこと。
・インフラ（電力）の引込に関する負担金は受注者が負担する。整備計画に伴い支障となる既設インフラの移設や迂回に伴う費用も同様とする。
・受注者は、関係官公署等と協議等を行った場合は、協議記録を作成し、速やかに監督員に提出すること。
（４）打合せ及び記録
・受注者は、本事業を適正かつ円滑に実施するため、監督員と密接に連絡を取り、十分に打合せを行うこと。
・受注者は、監督員から進捗状況等の報告を求められた場合は、速やかに応じること。
・受注者は、監督員と打合せを行った場合は、その都度、打合せ記録を作成し、速やかに監督員の確認を受けること。
（５）予定工程表
・受注者は、契約締結後、着手から全体供用開始までの全予定工程表を発注者に提出すること。
・提出した予定工程表を変更する必要が生じた場合は、監督員に報告するとともに、本工事に支障がないよう適切な措置を講じること。
（６）提出書類
・受注者は、発注者が指定した様式により、関係書類を遅滞なく提出すること。部数は監督員の指示によるものとする。
・発注者が様式を指定していないものは、受注者において様式を定め、監督員の確認を受けること。
（７）関係者、近隣説明、広報活動支援
・受注者は、発注者が主催する説明会等の支援を行うこと。
・受注者は、本工事の各段階において発注者の求めに応じて、関係者に対して説明を行うこと。
・発注者による市民及び近隣居住者等への説明が必要な場合、受注者は必要な図書を作成するとともに、これらの説明に協力すること。

２. 調査等業務に係る要求水準 
（１）実施済み調査に基づく業務遂行
受注者は、以下の実施済み調査の結果に基づき、設計業務及び工事施工を行うこと。
　　・地質調査
→別添資料「地質調査報告書」参照
（２）業務上必要な調査の実施
受注者は、（１）に示した調査の他に本工事を確実に履行するために必要な調査を、適切な時期に実施すること。なお、調査の実施は、「仕様書等」による。
（３）その他
・各業務に先立ち現地調査を行い、現況を充分把握し、発注者に文書で報告すること。
・現地調査に入る時は、事前に施設関係者及び発注者と協議し、現地との日程調整後とする。
・施設内への立入りの際は、受付・名札着用など施設ごとに必要な手続きをとること。
・設計作業の実施に当たって対外折衝を要する場合は、速やかに発注者に文書で報告し、その指示に従い処理すること。
・本業務の工事に伴い必要となる官公庁等その他への申請業務は、発注者と協議の上、受注者が行うこと。

３. 設計業務に係る要求水準 
受注者は、以下の内容に沿って、本工事の設計業務、工事着工に必要な行政等協議・各種手続き業務、別発注の関連業務との調整等を実施すること。
（１）業務仕様
設計の実施は、「仕様書等」による。
（２）スケジュール管理
受注者は、契約締結後速やかに、各種調査、設計、行政等協議・手続き、各々の工事契約、施工、検査、引渡し等の時期と期間を示した工程表を作成し、発注者と十分に協議のうえで、各種調査完了、計画通知確認済証交付、設計業務完了等の中間目標期日を関係者と共有し、これに基づいて以降の業務全般のスケジュール管理を実施すること。また、業務の進捗状況について定期または発注者の求めに応じて報告、説明すること。工程表作成に当たって、以下のマイルストーンを予め設定し、遵守すること。
ア. 建設工事着手に伴う申請図書等一式の提出
イ. 設計成果品一式の提出
なお、発注者が別途指示する場合は、当該期日までとする。
（３）設計業務の留意点
・設計にあたっては、要求水準書、仕様書等及び受注者の提案を基本とし、発注者及び施設管理者と綿密に協議する等、要求水準とその意図や根拠を十分に確認しつつ設計業務を遂行すること。
・設計段階で発注者と協議が必要な設計課題リストを予め作成し、項目ごとの承認決定時期を示すとともに、設計工程表に受注者の検討時期と発注者との協議時期を示す等、精度の高い進捗管理を実施すること。
・重要な項目については、候補案の比較検討等、十分な検討を実施すること。
　上記に加え発注者が定める検討項目：外観デザイン案（３案）
（立面構成、外壁材の選定、及びこれらに係るコスト）
・業務に関し疑義が生じた場合には、速やかに監督員と協議する。
・設計・施工一括の利点を生かし、施工者の技術、ノウハウ、知見を設計に反映すること。「５.工事施工に係る要求水準」に記載の仮設計画や施工計画から、設計に反映させるべきものについては、設計と並行して施工計画検討を進めること。
・解体工事を実施しながら本工事を推進するため、本工事の関係受注者と解体工事受注者と十分に打合せを行うこと。
・受注者は、発注者が議会や市民等に向けて設計及び工事の内容に関する説明を行う場合、発注者の要請に応じて説明用資料を作成するとともに、必要に応じて説明に協力するものとする。
・本書に定めのない事項及び本書に定める事項について疑義が生じた場合は、受注者と発注者の間で協議した上、決定するものとする。
・材料・工法等で特許に関わるものを採用しようとする場合は、監督員と打合せを行い、指示を受けること。
・関係法令等にかかる関係各行政機関及び電気・電話等公益受注者等との打合せを行い、設計調査書を作成のうえ、監督員に提出すること。
・実施設計完了時に、作成した設計図書を提出し監督員の承諾を得ること。
（４）設計変更、ＶＥ
・設計業務にあたり構造計算上または計画通知の申請上等に必要がない場合は、地質調査業務を減工とする。
・設計期間中に市内ドッグカフェ事業者等に厨房のレイアウトや厨房機器などの意見聴取を行い、設計に反映すること。なお、この内容について変更契約の対象とする。
・発注者が採択し提案価格に反映したＶＥ提案は、設計に反映すること。ＶＥ提案により変更された設計内容及びその変更が影響を及ぼす部分についての品質保証など一切の責任は、受注者が負うものとする。
（５）コスト管理・工事費積算
・設計期間を通じて、施設の要求水準や業務条件に変更が生じ、事業費が変動しそうな場合には、その都度概算を行い発注者に報告して変更の是非を協議する等、発注者の意思決定に必要なコスト管理を常時実施すること。
・設計完了時に工事費内訳書を作成、提出すること。数量算出は公共建築工事積算基準等に基づいて行い、単価等は契約時のものを採用すること。
・特に設備工事費の積算について、材工共の複合単価を作成する等、公共建築工事積算基準に基づいた積算を行うこと。
・積算の結果、要求水準の変更がないにもかかわらず上限契約金額を超える場合は、設計を見直す等、受注者の責任において対策を立案し、監督員に報告し、協議すること。
・設計完了時に工事費内訳書を作成する際の積算条件は以下のとおり。
ア. 次のとおり区分した積算資料及び内訳明細書
1 建築工事 
2 電気設備工事
3 空調換気設備工事
4 給排水衛生設備工事
5 昇降機設備工事
6 外構工事
イ. 数量計算、積算調書、代価表
① 積算用紙・・・Ａ４サイズ　縦
② 積算方法・・・公共建築工事積算基準（最新版）による。
ウ. 内訳明細書
①　様式・内訳方法・・・建築工事内訳書標準書式（大成出版社）による。
※注意事項
⒜ 価格に対応する数量のうち鉄筋、鉄骨、木材は小数点第３位を四捨五入し、第２位ま　でとする。
⒝ 鉄筋、鉄骨のスクラップは、（所要数量－設計数量）×０．７を計上すること。
2 金抜き内訳・・・数量入り
3  金入り内訳・・・(RIBC2)にて作成したデータ。
エ. 単価
1 採用資料
⒜ 建設物価
⒝ コスト情報
⒞ 建築施工単価
⒟ 積算資料
⒠ 公共建築工事積算基準による代価を使用する。
 　　　（「その他」の率は、「中間値＋１％」を採用すること。）
◎ 上記のうち、原則、中間値を採用すること。
◎ 労務単価については、国土交通省が決定した最新版を採用すること。
⒡ メーカー等の見積
◎ 原則として３者以上
⒢ その他カタログ等
◎ 刊行物名及びページ数記入
2 採用単価
⒜ 材料価格はそのまま
⒝ 代価、見積り、複合単価等は
◎ 10,000 円未満は１円単位以下切捨て （例・535 円→530 円)
◎ 10,000 円以上は 10 円単位以下切捨て （例・15,634 円→15,600 円)
3 見積等掛率
⒜ 見積り・カタログ・刊行物公表価格等に掛率を乗じること。
4 メーカー等の見積
⒜ 見積依頼書及び見積書
◎ 宛 名：「静岡市長」
◎ 工 事 名：「静岡市動物愛護センター建設工事」
◎ 有効期限：協議による。
◎ 見積条件：見積内容は、材料費及び施工費を分けて明示すること。
見積価格は、実勢価格ではなく設計価格（定価表・価格表）とすること。
法定福利費について明示すること。
消費税相当額について明示すること。
⒝ 見積比較表（３者以上）を作成すること。
5 その他
⒜ 内訳書の備考欄に根拠を記入すること。
◎ 建設物価Ｐ．○○
◎ 第○号代価
◎ メーカー見積×0.n 等
⒝ 刊行物の採用年月等、その他不明な点は監督員と協議の上、最終決定すること
（６）各種手続き業務
・受注者は、設計に先がけて法令調査を実施し、設計段階で必要となる行政手続き等を抽出し、申請工程と合わせて手続きの進め方等について監督員に報告し、協議すること。
・受注者は、建築確認申請ほか設計段階で必要な各種の許認可申請業務を行い、申請手続きに関する関係機関との協議内容を発注者に報告するとともに、取得できたものから許認可書類の写しを監督員に提出すること。
・各種法令に適合させるための基本設計からの変更・調整は受注者の業務とする。ただし、許認可のために必要な仕様等と本書及び仕様書等の内容に著しい不整合が発生する場合は、速やかに監督員に報告し協議すること。
・発注者が直接行う必要がある申請等について、助言や資料作成等に協力すること。
・補助金申請の業務に協力すること。
（７）検査
・受注者は、契約に基づき出来形部分検査、中間検査、中間技術検査及び完了検査を実施すること。
・業務終了期限前であっても、監督員があらかじめ成果品の提出を指定した場合には、その指定する期限までにその時点における成果品を提出し、監督員の確認を受けること。
（８）設計定例会議
・監督員と受注者は、設計内容やスケジュール等の調整を目的とした定例会議を行うものとする。実施頻度、日時については監督員との打合せによる。
・出席者は、監督員、受注者及び動物愛護センター関係者とし、その他必要な受注者等も出席できるものとする。
・受注者は会議資料を用意し、会議を進行するとともに、会議内容について都度書面（打合せ記録書等）に記録することとし、記録は、出席者間で相互に確認したものを保管する。
・会議会場は、静岡市役所静岡庁舎において発注者が用意する。なお、受注者が現場事務所を設置後は、その場所又は新施設内（養生を行うこと）を会場とする。
（９）貸与図書
本業務を履行するに当たり、以下の図書を貸与することができる。貸与した場合、資料等は利用後、速やかに発注者に返還すること。
・既存動物愛護センター図面等一式（ＰＤＦデータ又は紙媒体）
・現施設（林業センター）図面等一式（ＰＤＦデータ又は紙媒体）
（10）成果品の管理及び帰属
・様式、書式、縮尺等については、事前に監督員の承諾を得るものとする。
・提出部数は、監督員との協議によるものとする。
・成果品は全て発注者に帰属し、その管理は発注者が行う。なお、受注者が当該業務に係る成果品、又は計画の一部を第三者に開示する場合は、発注者と協議の上、承認を受けなければならない。

（11）業務着手時の提出物
設計業務着手後速やかに監督員へ以下の書類を提出すること。なお業務履行期間中に記載内容に変更が生じた場合は、速やかに監督員へ文書をもって報告し、承諾を受けること。

	提出書類

	着手時
	設計業務着手届

	
	予定工程表（１．共通的事項(8)予定工程表）参照

	
	設計業務工程表

	
	統括代理人届（経歴書を添付すること）

	
	設計業務の設計管理技術者及び設計主任技術者等届（各種資格、経歴書を添付すること）
※様式は静岡市建設工事に係る測量（調査・設計）業務委託契約約款に基づく
「業務代理人等通知書」を準用することができる。

	
	設計業務計画書（以下の事項を記載すること）
1 検討業務内容
2 業務遂行方針
3 業務詳細工程
4 業務実施体制及び組織図
5 担当技術者等一覧及び経歴書
6 設計協力者（構造、設備、外構等）の概要、担当技術者等一覧及び経歴書
7 打合せ計画
8 その他、発注者が必要とする事項



４. 工事施工に係る要求水準 
受注者は、本工事の業務範囲に示す工事施工及びその関連業務を実施すること。
（１）スケジュール管理
受注者は、工事施工着手前に、工事用資機材の先行発注、施工前調査、各種行政手続き、施工、検査、引き渡し等の時期と期間を示した工程表を作成し、監督員と十分に協議のうえ、承諾を得ること。資材等の発注に際して納期を早々に確認し、工程に支障が生じることの無いよう十分注意すること。また関係者全員でクリティカルパスを共有し、これに基づいて以降の業務スケジュールを管理し各業務の期限を厳守すること。
（２）工事施工全般の共通事項
ア. 基本条件
・各種関連法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書及び施工計画に従って施設の建設工事を実施すること。受注者は工事現場に工事記録を常に整備すること。
・工事現場の見学会、視察等が行われる際には協力すること。
・発注者が行う事業進捗の広報・記録等に対し、資料提供等の協力をすること。
・工事施工及び工事車両通行により道路を破損させた場合は受注者が責任を持って補修復旧すること。
・工事施工に際して、敷地周辺の市民に対する安全は、十分な養生等の仮設を行って事故のないよう配慮すること。又、敷地周辺への飛散物が無いように養生等の配慮をすること。
原則として工事中に発注者及び第三者に及ぼした損害については、受注者が責任を負うものとする。
・現場で起こり得る災害を想定し、予防、対処等の訓練を行い、万一、災害が発生した場合には、工事関係者の安全確保に努めるとともに、発注者の災害対策にも協力すること。
・施工段階で必要となる行政手続き等については、適時に適切に実施すること。
・設計に変更が生じた場合は、監督員と受注者で書面にて協議のうえ変更を行う。
・工事打合せ議事録及び工程管理に伴う全体工程表、月間工程表、週間工程表を随時監督員に提出すること。
イ. 施工条件
・土曜・日曜・祝日及び夜間は原則休工とする。土曜・日曜・祝日での作業が必要となった場合は監督員と協議し、所定の書式を当該作業の 2 日前までに監督員へ提出のこと。
・敷地内発生土について、場外へ搬出する場合は、発生土の調査、分析等適切に行い、搬出すること。場外から持込む搬入土は良質健全土とし、必要な検査を行い、持込む前に監督員により、良質健全であることの確認を得ること。
・工事において必要となる電柱・ケーブル等の移設協議及び手続きは適時実施すること。また、これに伴う移設費は受注者の負担とする。
・工事の支障となるため一時的に撤去したものは、受注者の責任において復旧すること。
・交通整理員は状況に応じて必要人数を配置すること。また、工事箇所については、安全柵等の設置を行い事故のない様、適切な処置を講じるものとする。
ウ. 安全管理・災害の防止
・受注者は、関係法規に従うとともに、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、施工に伴う災害及び事故の防止に努めること。災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を優先するとともに二次災害の防止に努め、その内容を監督員に報告すること。
・受注者は、近隣住民等の安全を損なうことのないよう、適切な仮囲い、照明その他危険防止設備を設置する等して、十分な安全管理及び対策を行うこと。
・工事進入路ならびに道路については、地域から苦情の出ない配慮をするとともに、安全等については十分考慮のうえ施工すること。市民の安全を期すため誘導員を必要に応じ配置のこと。ただし、土工事やコンクリート工事等のように工事車両の通行の多い時は適時増員のうえ対処すること。
・受注者は、地震、火災、台風、豪雨その他不時の災害の際、必要な人員を出動させることが可能な体制を整えておくこと。
エ. 周辺環境の保全
・受注者は、作業範囲、工事用進入路等を常に整理整頓し、工事中に生じた不用物は速やかに場外搬出し、適正に処理すること。また、作業範囲及びその周辺の清掃、散水等を行い、作業環境の改善、作業現場の美化等に努めること。
オ. 工事用電力・用水
・着工から引渡しまでの工事用及び試運転に必要な電力、ガス等の料金（基本料金、使用料金）は、受注者の負担とする。
・工事期間中の本設電源受電後、引渡しまでの期間において、受注者は電気主任技術者を配置するものとする。なお、配置するために必要な費用は、受注者が負担するものとする。
・建設期間中の用水については、工事着工前に受注者にて工事用井戸を設置し確保すること。井戸の使用に必要な電力料金（基本料金、使用料金）は受注者の負担とする。
カ. 近隣対応
・受注者は、自己の責任において、騒音、振動、悪臭、光害、電波障害、粉塵飛散、交通渋滞、その他工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、一般的に求められる範囲の近隣対応を実施するものとする。
・受注者は事前に、工事内容を近隣住民に周知し、理解を得るように努めること。
・近隣住民等に対する施工計画の説明については、受注者が実施すること。
・受注者は、施工中の近隣対応を適切に行い、その内容及び結果を速やかに発注者に報告するものとする。なお、近隣対応に掛かる費用は、受注者の負担とする。
・周辺からの苦情が発生しないよう常に配慮するとともに、近隣対応等の窓口担当者を固定する等、誠実で迅速な対応に努めること。
キ. 現場事務所の設置
・現場事務所については、発注者と協議の上、事業用地内に設置し、現場職員を 1 名以上常駐させることを基本とする。なお全工事期間を通して、工事中はいつでも連絡を受けられる体制を整えること。
・現場事務所には、総合定例会議等を開催できる会議スペースを確保すること。
ク. ライフサイクルコストの試算
・受注者は、長期修繕計画を含むライフサイクルコスト計画書（案）を作成すること。
・ライフサイクルコスト計画書（案）には、光熱水費、保守点検、清掃、機械運転管理費の試算及びライフサイクルコストの試算等を明示するものとする。
ケ. その他
・「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に定める規模の「対象建設工事」に該当しない場合においても、建設資材の分別解体等及び再資源化の実施に当たっては、同法に準じ適正な措置を講じること。
・シックハウス対策について「学校環境衛生基準(文部科学省告示第 60 号)」に基づく測定方法を行うこと。
測定物質：ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン
（３）着工前業務
・着工に先立ち、敷地や周辺状況を十分に調査し、工事範囲内のみならず、近隣住民の安全を確保する施工計画を立案すること。
・本工事が近隣に及ぼす諸影響について、必要な事前調査を実施すること。課題がある場合は総合的に対策を検討すること。また、近隣家屋調査を実施する際は必要な範囲で建物内外調査を実施すること。
・上記の施工計画、影響、対策について、近隣住民等関係者に対して事前に丁寧に説明し、理解を得るように努めること。
・設計と並行して、新施設の配置を現地に縄張りし、干渉する地中工作物を正確に調査すること。
・工程と納期の関係で現場着工以前に発注が必要な資機材については、受注者の責任で適切な　時期に発注すること。
（４）施工状況の確認
・監督員が要請した場合、受注者は工事施工の事前説明及び事後報告を行うこと。
・監督員は必要に応じて、工事現場において施工の確認を行うものとし、受注者はこれに協力すること。
・受注者は、監督員への報告および監督員による工事現場における立会い時に、業務水準を満たしていることの確認を適宜受けること。
・監督員による業務水準の確認により、監督員に補修を求められた場合は、受注者は速やかに補修しなければならないものとする。
（５）検査・引渡し
ア. 出来形部分検査
・部分払いの請求があった場合、出来高を査定するために市が検査を行う者として定めた職員（以下、「検査職員」という。）が、請求前に部分払出来高検査を行う。
・本事業の中間段階において、履行状況を確認するために、検査職員の検査を行う場合がある。施工出来高検査の場合、受注者は統括責任者、現場代理人、監理技術者及び検査職員が指名する者を同席させること。
イ. 完成検査
・受注者は、静岡市技術政策課の職員（以下「検査職員」という。）の工事完成検査を受け、合格すること。
・受注者は、検査に合格しなかった場合、直ちに補修して監督員の確認を受けなければならない。
・工事施工中においても、検査職員の随時検査（工事の施工工程において検査職員が特に検査の必要があると認めたときに行う検査）及び中間検査又は出来形部分検査を受けること。
ウ. 引渡し
・受注者は、完成検査に合格したときは、速やかに工事目的物を引き渡さなければならない。
・引渡しに際し、施設管理者等に機器の取扱い、操作方法等の指導に必要な技術者を派遣し、説明を行うものとする。
・全体供用開始後も、１年間は発注者の求めに応じ、建物の各設備等の調整を行うこと。
（６）定例会議
ア. 総合定例会議
・発注者と受注者は、原則毎月1回程度、工事進捗状況や工事用図書の承認状況、近隣対応状況等を共有することを目的とした定例会議を行うものとする。
・受注者は、工事報告書（月報）をもとに工事の進捗状況を報告するほか、監督員の求めに応じて詳細説明を行うものとする。
・出席者は、受注者及び監督員とし、その他必要に応じて、オブザーバーも出席できるものとする。
・受注者は会議資料を用意し、会議を進行するとともに、会議内容について都度書面（打合せ記録書等）に記録する。なお記録は、出席者間で相互に確認したものを保管する。
・会議会場は、現場事務所内に受注者が用意する。なお、現場事務所設置前は、発注者が用意するものとし、新施設内装工事完了後は、施設内に養生のうえ受注者が用意する。
イ. 工程会議
・監督員と受注者は、原則として毎月１回程度、施工内容の確認や工程等の調整を目的とした定例会議を行うものとする。
・開催要領は「ア. 総合定例会議」に準ずるものとする。
（７）完成時提出物一覧
・受注者は、静岡市電子納品要領・基準に基づき、工事完成時に書類を発注者に提出すること。提出方法は、「建設工事におけるオンライン電子納品に関する特記仕様書」による。なお、オンライン電子納品システムの登録に要する費用については、提案価格に含むものとする。
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